
ねんきんだより

（この「ねんきんだより」は一年間保存していただくと便利です。）

東京都職員共済組合

令和８年２月号

No. 144

年金課問い合わせ先

源泉徴収票について（P2）

年金関係書類送付にかかる 
自動応答受付サービスを開始しました（P7）
−源泉徴収票の再発行はこちらから−

年金制度改正について（P7）

主な項目主な項目

● E メールアドレス
● 年金課コールセンター　 0570–03–4165 　【ナビダイヤル】平日 8 時 30 分から 17 時 30 分まで
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源泉徴収票について 年金課
年金給付担当

❶区分
所得税法203条の３
第１号・第４号適用分

昭和61年3月以前に発生した退職を事由とする年金等の支給を受けている方

所得税法203条の３
第２号・第５号適用分

退職共済年金の支給を受けている方

所得税法203条の３
第３号・第６号適用分

当組合から支給する次の年金の支給を受けている方
老齢厚生年金・退職共済年金（経過的職域加算額）・退職年金（年金払い退職給付）

所得税法第203条
第７号適用分

当組合では本欄の記載対象となる年金を支給していません。

源泉徴収票を送付する方（発送日　令和８年１月９日）

「退職」または「老齢」を給付事由とする年金を受給されている方

源泉徴収票を送付しない方

「障害」または「遺族」を給付事由とする年金を受給されている方（非課税のため）
「在職中」などで令和７年中に年金の支給がなかった方

▶源泉徴収票の見方

「令和7年分 公的年金等の源泉徴収票」をお送りしました

確定申告に必要な書類です。大切に保管してください。

❶ ❷ ❸

❹
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❷支払金額
共済組合が支給した令和７年２月定期支給期分から令和７年12月定期支給期分までを合

計した金額です。ただし、源泉徴収税額及び社会保険料の額を控除する前の額であるため、
実際に振り込まれた金額とは一致しません。

❸源泉徴収税額
共済組合が令和7年２月定期支給期分から令和７年12月定期支給期分までを支給した際に

源泉徴収した所得税額を合計した金額です。「令和７年分　公的年金等の受給者の扶養親
族等申告書」を提出した人は、申告内容に基づいた税額計算を行い、源泉徴収をしています。

❹所得控除の内容
「令和７年分　公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」で申告いただいた所得控除
の内容及び人数を表示しています。申告内容が実態と異なる場合は、共済組合では修正
できません。確定申告により修正してください。

源泉徴収票に関するよくある質問

A1�　可能です。お電話またはメールで再発行をご依頼ください。なお、お電話から自動応答受
付サービスによる再発行もできるようになりましたので、ご活用ください。ご利用については、
７ページをご覧ください。（自動応答受付サービスは直近のものを受付けます）

※ 源泉徴収票の発送後から確定申告などの期間中は、電話が大変混み合います。
メールや自動応答受付サービスでの再発行の連絡にご協力ください。
 （右側のＱＲコードをスマートフォンで読み込むとメールアドレスの入力が省略できます。）

　　　また、メールには以下内容をご記入いただけますようお願いします。
・年金証書記号番号又は基礎年金番号　・氏名　・生年月日　・連絡先
（登録されているご本人様の住所以外の住所に送付することができません）

A2 ��　都共済の「マイナ手続きポータル」にご登録された方は、電子交付を受けることができます。
　　ご利用については、5ページをご覧ください。

A3 �　令和７年１０月頃にご提出いただいたのは、「令和８年分　公的年金等の受給者の扶養親族等申
告書」です。今回お送りした「令和７年分　公的年金等の源泉徴収票」は令和６年１０月頃にご提
出いただいた「令和７年分　公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の申告内容に基づき作成
しています。

A4 ��　準確定申告のための源泉徴収票は死亡を把握したときから２〜3か月後に発行しています。お手
元に届かない場合は、共済組合にメール等でご連絡いただければ、お送りします。

Q2 令和７年分の源泉徴収票の電子交付はできますか。

Q3� 令和７年 10 月頃に提出した扶養親族等申告書と申告内容が異なっているのはな
ぜですか。

Q4 死亡した年金受給者について、準確定申告のための源泉徴収票は送付されますか。

Q1 源泉徴収票を紛失してしまいました。再発行はできますか。

都共済ホームページに、「公的年金等の源泉徴収票に関するQ&A」を掲載してい
ますので、あわせてご覧ください。
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　退職・老齢を支給事由とする年金は、「雑所得」として所得税が課税されますので、	一定額以
上の年金を受給されている方は、受給のたびに所得税が源泉徴収されています。	
　年金は年末調整を行うことができないため、源泉徴収された所得税額の過不足を精算する場
合には、所得税の確定申告を行うことになります。		
　次に該当される方は、ご自身で「確定申告」をする必要があります。

○ 確定申告の対象となる方

年金と確定申告について

税務署で
確定申告

　令和7年中の年金収入の合計が400万円以下で、
 かつ公的年金等以外の所得金額が20万円を超える方

　令和7年中の年金収入の合計が400万円を超える方

※�令和7年中の公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額が
20万円以下である場合には、所得税の申告を省略することができます。

※�所得税の源泉徴収の対象とならない公的年金等（外国で支払われる年金）の支給を受ける方は、
確定申告書の提出が必要です。詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせください。

○ 確定申告により税の還付を受けられる可能性のある方（例）
●税控除の対象となる社会保険料等を支払った方
●扶養親族等申告書提出後、扶養親族に変更があった方
※扶養親族がお亡くなりになった場合でも、その年については控除を受けられます。
●10万円（注）を超える医療費を支払った方
（注）その年の総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5％の金額
●年の途中から年金の支給が開始され、その他の所得がない方
●65歳以上で、老齢基礎年金ではなく障害基礎年金を受給している方
●老齢基礎年金の繰下げを希望し、受給していない方
●令和７年度税制改正により、扶養親族等の要件を満たすことになった親族がいる方
※詳細は、ねんきんだより令和７年10月号をご覧ください。

※�公的年金以外の所得金額が20万円以下で所得税の確定申告を省略できる場合であっても、住民税
の申告が必要となる場合があります。詳細は、お住まいの区市町村住民税担当課にお問い合わせく
ださい。

確定申告については、お近くの税務署にお問い合わせください。
国税庁ホームページ　
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源泉徴収税額について

源泉徴収税額は、定期支給期ごとに計算します。

※１�　65歳以上の方で、年金から社会保険料が徴収されている場合、「定期支給期の支給年金
額」は、社会保険料を差し引いた後の額になります。

※２　・老齢基礎年金の受給対象となる方
　（�退職共済年金または老齢厚生年金を受給されている方、繰上支給の退職共済年金また

は繰上支給の老齢厚生年金を受給されている方）

　　　控除額 ＝ （基礎的控除額〈表１〉 ＋ 人的控除額（※３）〈表２〉 － 47,500円注） ×２カ月
　　　 注：47,500円は老齢基礎年金が発生している者に係る調整控除額（所得税法施行令第319条の6）

・上記以外の方
控除額 ＝ （基礎的控除額〈表１〉 ＋ 人的控除額（※３）〈表２〉） ×２カ月

※３�　扶養親族等申告書を提出しない場合、または「人的控除」がない場合は、「人的控除額」
がない計算式となります。

※４�　所得税の税率は一律5.105%となります。税率（ 5.105%）は、所得税率（５%）に復興
特別所得税率を加算したものです。

　�  なお、老齢厚生年金を受給されている方で、「定期支給期の支給年金額－控除額」が月額
162,500円を超える部分の税率は10.21%となります。

源泉徴収税額＝（定期支給期の支給年金額（※１）－控除額（※２））×5.105%（※４）

　都共済のマイナ手続きポータルでは、公的年金等の源泉徴収票の発行対象となる方に、源泉徴
収票を電子交付しています。本サービスはマイナポータルと連携しており、取得した源泉徴収票
データにより、e-Tax（国税電子申告・納税システム）での確定申告書の作成を容易に行うことが
できます。是非ご活用ください！

			   　   令和７年分　公的年金等の源泉徴収票を受領された方。

〈サービスの利用について〉

●�本サービスを初めて利用する場合は、都共済のマイナ手続きポータルへユーザー登録が必要
です。（ユーザー登録時に基礎年金番号が必要です。）
●サービス利用時にマイナンバーカード及びスマートフォン等の機器が必要です。

詳細は、東京都職員共済組合ホームページをご参照ください。

ご利用いただける方

マイナポータルを活用した確定申告について

本件に関するお問い合わせ

（左側のQRコードをスマートフォンで読み込むとメールアドレスの入力が省略できます。）

マイナポータルと連携した年金に係る確定申告のご案内
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　令和８年分扶養親族等申告書を提出した方が、申告書提出後に申告内容に変更が生じ、修正を希望
される場合は、扶養親族等申告書を再発行しますので、年金課までご連絡ください。
●再発行受付期間：令和８年２月27日（金）まで
　●提出期限　　　：令和８年３月6日（金）【都共済必着】
　なお、申告内容の変更により、所得税の過不足が生じた場合は、令和９年２月頃の確定申告により精
算をお願いいたします。

令和８年分扶養親族等申告書の再発行について

〈表１〉基礎的控除額
（令和7年分）

受給者の年齢
基礎的控除額（月額）

令和７年12月の精算時 令和７年の各月の年金支払時

65歳以上 公的年金等の月割額×25％＋100,000円
（165,000円未満となる場合は、165,000円）

公的年金等の月割額×25％＋65,000円
（135,000円未満となる場合は、135,000円）

65歳未満 公的年金等の月割額×25％＋100,000円
（125,000円未満となる場合は、125,000円）

公的年金等の月割額×25％＋65,000円
（90,000円未満となる場合は、90,000円）

（令和8年分）

受給者の年齢 その年中に支払を
受けるべき公的年金等の額 基礎的控除額（月額）

65歳以上

163万円以下
老齢基礎年金の受給権が�
ない方は242万円以下

公的年金等の月割額×25%＋105,000円
（175,000円未満の場合は、175,000円）

163万円超
老齢基礎年金の受給権が
ない方は242万円超

公的年金等の月割額×25%＋100,000円
（165,000円未満の場合は、165,000円）

65歳未満
213万円以下 公的年金等の月割額×25%＋105,000円

（130,000円未満の場合は、130,000円）

213万円超 公的年金等の月割額×25%＋100,000円
（125,000円未満の場合は、125,000円）

〈表２〉人的控除額
区分 内容 控除額（月額）

受給者本人に
かかる控除

①障害者に該当する場合
普通障害者 22,500円
特別障害者 35,000円

②寡婦またはひとり親に
該当する場合

寡婦 22,500円
ひとり親 30,000円

配偶者および
扶養親族等に
かかる控除

③源泉控除対象配偶者が
いる場合

一般の控除対象配偶者 32,500円
老人控除対象配偶者（70歳以上） 40,000円

④源泉控除対象親族がい
る場合
（16歳以上）

一般の扶養親族 １人につき　32,500円
老人扶養親族（70歳以上） １人につき　40,000円

特定扶養親族・特定親族
（19歳以上23歳未満）

１人につき　52,500円

⑤同一生計配偶者または
扶養親族等が障害者に該
当する場合（※）

普通障害者 １人につき　22,500円
特別障害者 １人につき　35,000円
同居特別障害者 １人につき　62,500円

（※�）障害者に該当する場合の控除は、16歳未満扶養親族である場合においても適用されます。
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年金関係書類送付にかかる自動応答
受付サービスを開始しました
－源泉徴収票の再発行はこちらから－

年金制度改正について

年金課

年金課

●�令和７年12月１日から、年金課コールセンターの電話を利用して、これまで相談員が受け付けていた5
つの年金関係書類の発行依頼を、休日や夜間など、24時間、受付時間外でも自動応答にて受け付け
できるようになりました。

　令和７年６月20日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部
を改正する法律（令和７年法律第７４号）」が公布されました。
　この法律による改正事項のうち、令和８年４月から変更される事項についてお知らせします。

●在職老齢年金に係る支給停止基準額の引上げ
在職老齢年金とは、賃金と厚生年金の合計が基準額（支給停止基準額）を超えた場合、超えた分の

半額が支給停止される仕組みです。
　高齢者の活躍を後押しし、働きたい人がより働きやすい仕組みとする観点から、支給停止基準額
が月額５１万円（令和７年度）から月額６５万円に引き上げられます。
　これにより、年金を受給しながら働く方々が、本来の年金額を受給しやすくなります。

●離婚時年金分割の請求期限の伸長
離婚する際、婚姻期間に係る厚生年金の計算基礎となる標準報酬額を分割することが可能です。
民法における離婚時の財産分与請求権の除斥期間が２年から５年に伸長されることに伴い、離婚時の年
金分割請求の期限が、２年から５年に伸長されます。

※上記のほか今後予定されている改正事項については、共済組合ホームページをご覧ください。

�・再交付を依頼するための申請書等がお⼿元に届きましたら、記⼊の上、年⾦課まで郵送等により提出をお願いいたします。
・必要事項が記載された申請書が年⾦課に届きましたら、内容を確認次第、各書類を発送します。
・�自動応答受付サービスから受け付ける源泉徴収票は、直近のものを再発行します。前々年など直近のものではないものの再発行を希
望される場合は、電話またはメールでご依頼ください。

※上記❷～❹は、自動音声案内に従って操作してください。
※お手元に「8596」から始まる年金証書記号番号（14桁）をご用意ください。

❶�年金課に
電話する

❷��希望する対応
内容の選択

❸��本人確認情報
の入力

❹�送付してほしい 　
書類の選択

��❺受付
完了

年金課コールセンター
0570-03-4165
（ナビダイヤル）

■書類の発行依頼

プッシュ番号1を押す

プッシュボタンで2つの受
給者情報を入力する

①生年月日（西暦8桁）
②年金証書記号番号（14桁）

受付確認後、
平日5営業日
程度で該当書
類をお送りし
ます。

発行を希望する書類を以下の5つ
から選ぶ
①年金受取金融機関変更届
②前年分の源泉徴収票（再発行）
③年金証書の再交付申請書
④�年金額・支給額変更通知書の再交付
申請書
⑤年金支払通知書の再交付申請書

■問合せ・相談
　（従前と変更ありません）

　プッシュ番号2を押す オペレーターによる対応

　【受付】平日8:30〜17：30

年金証書番号が分かる�
書類を用意

又は
前年分の源泉徴収票に
ついては受付後、再発行
します

通知書
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東京都職員共済組合 シティ・ホール診療所　
東京都庁第二本庁舎 17階 北側

問い合わせ先 03-5320-7358 （受付）

診 療 科：�内科・整形外科 ・ 皮膚科・眼科・ 
耳鼻咽喉科・歯科口腔外科

受付時間：午前　8:45～11:00  ／  午後　0:30～3:45
※�  重症化リスクの高い方もいらっしゃいますので、院内ではマスクの着用をお願
いいたします。

※�  発熱・風邪症状の方も受診可能です。
※�  受診される際は必ず休診予定をご確認ください。（ホームページに掲載していま
す。）

9
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広　告



東京消防庁のご退職者の皆さまへ

・東京消防庁の退職者対象の自動車保険は、福利厚生制度の一環として大口団体扱割引率が適用され、一般のご契約より割安な保険料でご加入
いただけます。

・自動車保険の大口団体扱割引率は、大口団体扱割増引制度により、団体扱自動車保険の「ご契約台数」と「損害率」に応じて毎年算出され、
変動する場合があります。

・自動車保険の大口団体扱割引率約１９％（大口団体扱割引15.0%、団体扱年一括払5%）は、保険始期が２０２６年１月１日～２０２６年
１２月３１日のご契約に適用されます。

・火災保険の団体扱割引率約1４％（団体扱割引１０％、団体扱年一括払５％）は、２０２５年４月１日～２０２６年３月３１日のご契約に
適用されます。尚、地震保険料には、上記割引は適用されません。

・このチラシは「ＴＨＥ クルマの保険（個人用自動車保険）」「ＴＨＥ すまいの保険（個人用火災総合保険）」の概要を説明したものです。
詳しい内容につきましては、「ご契約のしおり」「重要事項等説明書」などをご覧ください。なお、ご不明な点は、取扱代理店または損保
ジャパンまでお問い合わせください。

・団体扱契約としてご契約いただけるのは、保険契約者および被保険者が損保ジャパンの定める条件を満たす場合のみとなります。

自動車保険・火災保険の団体扱割引があります!!

建物や家財を守る火災保険
団体扱年一括払だと約１４％割引

台風や水災の備えも火災保険で！

地震の補償もしっかり付帯を！

備えて安心の自動車保険
大口団体扱年一括払だと約１９％割引

事故サポートセンター（０１２０－２５６－１１０）

事故対応は２４時間３６５日

退職後も現金不要でお手続可能です。（ご指定の口座からの引き落としとなります。）

お問い合わせ先 （取扱代理店）
東京消防団体損害保険代理店

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-34-4神田グロウビル5階
ＴＥＬ︓03-5207-2371 ＦＡＸ︓03-5207-2372
フリーアクセス・ひかりワイド︓0120-916-528
【受付時間】9:00～16:45（年末年始・土・日・祝日を除く）
https://www.hoonkai-sompo.co.jp/

（引受保険会社）

公務文教営業部 東京公務課
〒160-8338
東京都新宿区西新宿1-26-1
ＴＥＬ︓050-3808-5536 ＦＡＸ︓03-6388-0163
【受付時間】9︓00～17︓00（土・日・祝日を除く）

有限会社 報恩会 報恩会

SJ25-07946 (2025/11/7）
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　年金課に電話をおかけになる場合、以下の時期・時間帯は、電話が大変混雑し、つながり
にくくなることがあります。下記、年金課メールアドレスを活用したお問い合わせにご協力く
ださいますようお願いいたします。
　また、メールでのお問い合わせの際には「８５９６」で始まる年金証書記号番号又は基礎年
金番号、氏名、連絡先電話番号の記載も合わせてお願いします。

年金課メールアドレス：

電話が混み合う時間・時期等
● 月曜日など休日明けの午前中、平日の１２時から１３時まで
● 年金支給日の前後　(偶数月の９日～１６日頃)
● 「年金支払通知書」等の通知書を発送する時期（毎年６月上旬から中旬）
● 「公的年金等の扶養親族等申告書」手続期間中（毎年10月中旬から11月中旬）
● 「公的年金等の源泉徴収票」の発送から確定申告時期（毎年１月上旬～３月中旬）

お問い合わせの際は、年金証書記号番号又は基礎年金番号をご用意ください。
● 年金受給者が死亡したとき
● 電話番号が変わったとき
　 (�緊急時のご連絡ができず、大変ご迷惑をおかけしてしまう可能性がございます。日中、連絡の
とりやすい番号をご登録ください。)

● 外国に居住するとき・外国で転居したとき・日本に居住地を戻したとき
● 再就職したとき（公務員への再就職、国会・地方議会議員になったとき）
● 年金受給者の所在が１か月以上明らかでないとき
● 「年金加入期間確認通知書」が必要なとき
● 受取金融機関を変更したいとき
　(�変更処理には多少の時間を要しますので、新しい口座に年金が振り込まれたことを確認するま
で、それまでの口座は解約しないようお願いします。)

● �遺族年金・通算遺族年金・遺族厚生(共済)年金を受給している方が婚姻したとき（事実上の婚姻
関係に入ったときを含みます。）

● �65歳未満で退職共済年金または老齢厚生年金（公務員厚年）を受給している方が、雇用保険法
による失業給付の申込みをしたとき（※）や高年齢雇用継続給付を受けるとき

　�（※）65歳未満で失業給付を受けると、退職共済年金（職域年金相当分は除く）や老齢厚生年金は、
その全額が支給停止になります。
● 加給年金額の対象となっている方に、離婚・養子縁組・死亡等の異動があったとき
● �加給年金額の対象となっている配偶者（厚生年金加入期間20年以上）が、新たに年金を受給す
ることになったとき（国民年金の老齢基礎年金を受給する場合を除きます。）

● �障害共済年金もしくは障害厚生年金の障害等級が１級・２級の方が、新たに加給年金額対象者
に該当する配偶者や子を有したとき

◆ 介護施設等に移られるなどで、住民票上の住居を不在にされる場合は、郵便局へ転送届をご提出ください。

共済組合ホームページ　　　Ｑ＆Ａ　年金情報　保養施設案内等

インターネットＵＲＬは、

共済組合年金課からのお願い

こんなときは必ずご連絡ください！（0570）03－4165
受付時間　平日8時30分から17時30分まで

ねんきんだより　Ｎo.144　令和８年１月31日発行　登録番号(６)　１3
東京都職員共済組合事務局年金保険部　〒163-8001東京都新宿区西新宿2-8ｰ1都庁第一本庁舎北塔39階　

0570- 03-4165【ナビダイヤル】受付時間　平日８時30分から17時30分まで
印刷所 /株式会社アイネット




